
 

 

大 阪 広 域 水 道 企 業 団 会 計 規 程 の一 部 を改 正 する規 程 をここに公 布 する。 

平 成 25年 ３ 月 28日  

大 阪 広 域 水 道 企 業 団    

企 業 長  竹 山  修 身    

大 阪 広 域 水 道 企 業 団 管 理 規 程 第 ３ 号  

大 阪 広 域 水 道 企 業 団 会 計 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 規 程  

大 阪 広 域 水 道 企 業 団 会 計 規 程 （ 平 成 23年 大 阪 広 域 水 道 企 業 団 管 理 規 程

第 27号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に

下 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改 正後  改 正前  

 

（ 不納 欠 損 の 整 理）  

第 28条  収 支 等 執行 者 は、 収 入 に つ いて 法

令 の規 定 に 基 づ く時 効 の完 成 、 債 権 の消

滅 等に よ り 欠 損 処分 を しよ う と す る とき

は 、直 ち に 当 該 収入 に つい て 収 納 が でき

な い理 由 等 を 明 らか に した 書 類 に よ り、

企 業長 の 承 認 を 受け 、 不納 欠 損 と し て整

理 しな け れ ば な らな い 。  

 

（ 入札 及 び 契 約 の手 続 ）  

第 104条  （ 略 ）  

２  （ 略 ）  

(1) （ 略 ）  

(2) 委 託 契約 （ 保 守 点 検等 含 む 。 ） のう

ち 設計 金 額 又 は 積算 金 額が １ 件 100万

円 を超 え る も の で電 子 入札 に よ る も の  

 

 

 

 

 

(3) （ 略 ）  

３ ・４  （ 略 ）  

 

 

第 105条  削 除  

 

 

 

 

 

（ 契約 履 行 の 確 保）  

第 125条  （ 略 ）  

２  指 定 さ れ た 職員 は 、前 項 の 検 査 をし た

と きは 直 ち に 検 査調 書 を作 成 し な け れば

な らな い 。 た だ し、 自 治令 第 167条 の 15

第 ３項 に 該 当 す る場 合 又は 当 該 検 査 に係

る 契約 の 契 約 金 額が １ 件 150万 円 以 下 で

あ ると き 若 し く は当 該 契約 が 企 業 長 が別

に 定め る も の に 該当 す ると き は 、納 品 書 、

 

（ 不納 欠 損 の 整 理）  

第 28条  収 支 等 執行 者 は、 収 入 に つ いて 法

令 の規 定 に 基 づ く時 効 の完 成 又 は 徴 収権

の 消滅 に よ り 欠 損処 分 をし よ う と す ると

き は、 直 ち に 当 該収 入 につ い て 収 納 がで

きない理 由 等を明 らかにした書 類 により、

企 業長 の 承 認 を 受け 、 不納 欠 損 と し て整

理 しな け れ ば な らな い 。  

 

（ 入札 及 び 契 約 の手 続 ）  

第 104条  （ 略 ）  

２  （ 略 ）  

(1) （ 略 ）  

(2) 測 量 ・建 設 コ ン サ ルタ ン ト 等 の 委託

契 約の う ち 設 計 金額 又 は積 算 金 額 が １

件 100万 円 を超 えるもので電 子入 札 によ

る もの  

(3) 委 託 契約 （ 測 量 ・ コン サ ル タ ン ト等

に 係る 委 託 契 約 を除 く 。） の う ち 設 計

金 額又 は 積 算 金 額が １ 件 100万 円 を 超

え るも の で 電 子 入札 に よる も の  

(4) （ 略 ）  

３ ・４  （ 略 ）  

 

（ 決定 通 知 書 ）  

第 105条  事 業 管 理部 長 は、前 条 第４ 項 の 規

定 によ り 入 札 及 び契 約 の手 続 を 行 っ たと

き は、 入 札 及 び 契約 の 手続 の 依 頼 の あっ

た 収支 等 執 行 者 に決 定 通知 書 を 送 付 する

も のと す る 。  

 

（ 契約 履 行 の 確 保）  

第 125条  （ 略 ）  

２  指 定 さ れ た 職員 は 、前 項 の 検 査 をし た

と きは 直 ち に 検 査調 書 を作 成 し な け れば

な らな い 。 た だ し、 自 治令 第 167条 の 15

第 ３項 に 該 当 す る場 合 で、 か つ 、 当 該検

査 に係 る 契 約 の 契約 金 額が １ 件 150万 円

以 下で あ る と き 又は 当 該契 約 が 企 業 長が

別 に定 め る も の に該 当 する と き は 、 納品



 

 

附  則  

こ の 規 程 は 、 平 成 25年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 

工 事の 完 成 通 知 書又 は 請求 書 等 に そ の旨

を 記載 の 上 記 名 押印 し てこ れ に 代 え るこ

と がで き る 。  

３  （ 略 ）  

 

（ 流用 ）  

第 132条  経 営 管 理部 長 は、予 算 の流 用 を 必

要 とす る と き は 、流 用 の伺 い に よ り 、項

の 金額 に つ い て は副 企 業長 の 決 裁 を 受け

て 行う も の と す る。 な お、 目 の 金 額 につ

い ての 決 裁 は、経 営 管 理 部長 限 り と す る 。 

 

 

（ 予備 費 の 充 当 ）  

第 133条  経 営 管 理部 長 は 、予 備 費 の 充 当を

必 要と す る と き は、 予 備費 充 当 の 伺 いに

よ り、 副 企 業 長 の決 裁 を受 け て 行 う もの

と する 。  

 

（ 決算 の 総 括 ）  

第 138条  経 営 管 理部 長 は、決 算 に関 す る 事

務 を総 括 し 、 翌 事業 年 度の ５ 月 末 日 まで

に 地方 公 営 企 業 法（ 昭 和 27年 法 律 第 292

号 。以 下 「 地 企 法」 と いう 。 ） 第 30条第

１ 項の 決 算 に 関 する 書 類（ 以 下「決 算 書 」

と いう 。 ） を 作 成し 、 企業 長 に 報 告 しな

け れば な ら な い 。  

 

書 、工 事 の 完 成 通知 書 又は 請 求 書 等 にそ

の 旨を 記 載 の 上 記名 押 印し て こ れ に 代え

る こと が で き る 。  

３  （ 略 ）  

 

（ 流用 ）  

第 132条  経 営 管 理部 長 は、予 算 の流 用 を 必

要 とす る と き は 、流 用 の伺 い に よ り 、項

の 金額 に つ い て は企 業 長、 目 の 金 額 につ

い ては 副 企 業 長 の決 裁 を受 け て 行 う もの

と する 。 な お 、 節の 金 額に つ い て の 決裁

は 、経 営 管 理 部 長限 り とす る 。  

 

（ 予備 費 の 充 当 ）  

第 133条  経 営 管 理部 長 は 、予 備 費 の 充 当を

必 要と す る と き は、 予 備費 充 当 の 伺 いに

よ り、 企 業 長 の 決裁 を 受け て 行 う も のと

す る。  

 

（ 決算 の 総 括 ）  

第 138条  経 営 管 理部 長 は、決 算 に関 す る 事

務 を総 括 し 、 翌 事業 年 度の ５ 月 20日 まで

に 地方 公 営 企 業 法（ 昭 和 27年 法 律 第 292

号 。以 下 「 地 企 法」 と いう 。 ） 第 30条第

１ 項の 決 算 に 関 する 書 類（ 以 下「決 算 書 」

と いう 。 ） を 作 成し 、 企業 長 に 報 告 しな

け れば な ら な い 。  

 


